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第４期 東京都教育委員会いじめ問題対策委員会（第４回） 

 

１ 日 時 

  令和４年２月 16 日（水） 午後２時から午後４時まで 

 

２ 場 所 

  東京都庁第二本庁舎 二庁ホール（オンライン開催） 

 

３ 出席者 

  和田委員長、藤平委員長職務代理者、宮古委員、中村委員、桜沢委員、坂上委員、 

  土屋委員、相川委員（８名） 

※ 欠席 笠原委員、土田委員（２名）  

 

４ 事務局参加者 

  藤井指導部長、栗原指導部指導企画課長、堀川指導部高等学校教育指導課長、中

嶋指導部義務教育指導課長、島添指導部特別支援教育指導課長、板澤教職員研修

センター研修部教育開発課長、清水教育相談センター次長、小髙指導部主任指導

主事（生活指導・産業教育担当）、後藤指導部主任指導主事（高校教育改革担当）、

關統括指導主事（生活指導担当）、久保田統括指導主事（生活指導・産業教育担当）、

佐藤教職員研修センター研修部教育開発課統括指導主事、西尾教育相談センター

統括指導主事 

 

５ 傍聴者 

  ０名 

 

６ 報道機関 

  取材 ０社 

 

７ 審議内容 

 (１) 事務局説明 

    ふれあい月間におけるいじめに関する調査結果の活用について  

 (２) 意見聴取 

    「保護者・地域プログラム」を活用した実効的ないじめ防止対策の推進につ

いて 

  ア 北区立稲田小学校   吉田 友信 校長 

  イ 東大和市立第二中学校 岩﨑 浩示 校長 
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 (３) 審議 

    第４期答申に向けたいじめ防止に係る取組の推進状況の検証・評価について  

 

８ 審議記録 

【事務局（關指導部指導企画課統括指導主事）】 

開会に先立ちまして、委員の皆様に２点、御連絡とお願いを申し上げます。１点

目は資料の確認です。すでに送付いたしました次第の下に、資料の一覧を記載して

おります。御確認の上、不備等がございましたらお伝えください。  

  ２点目は、本日の取材の状況についてです。本日の会議の取材につきましては、

申込みは新聞社、テレビ局ともにございません。また、本会議の傍聴につきまして

は、都教育委員会傍聴規則に準じて受け付けることといたしておりますが、本日の

申込みはございませんでした。それでは和田委員長、会議の進行をお願いいたしま

す。 

【和田委員長】 

皆さんこんにちは。今日の会議はこのような形になっておりますけれども、ぜひ

進行に御協力いただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

  本日は東京都教育委員会、いじめ問題対策委員会委員８名の方々に参加していた

だいております。定足数に達しております。なお、笠原委員、土田委員は、本日所

用により御欠席の連絡をいただいております。それでは第４回、東京都教育委員会

いじめ問題対策委員会を開催いたします。よろしくお願いいたします。  

  では会を進行いたします。はじめに、東京都教育庁、藤井大輔指導部長から御挨

拶をいただきます。よろしくお願いいたします。  

【事務局（藤井指導部長）】 

  委員の皆様方には御多用の中、第４回東京都教育委員会いじめ問題対策委員会に

御出席いただきましてありがとうございます。また、日頃より都内公立学校におけ

るいじめ防止対策の推進に多大なる御尽力をいただきましていることに改めて御

礼申し上げます。 

  さて、昨年公表されました、文部科学省の令和２年度児童・生徒の問題行動、不

登校等生徒指導上の諸課題に関する調査では、都内公立学校におけるいじめの解消

率は 77％となっており、平成 25 年度の 88％から低下している傾向が見られます。

いじめ発生の背景が複雑化・多様化する中で、いじめに迅速かつ的確に対応できる

ようにするためには、教職員の組織的な取組に加え、心理や福祉等の専門家の協力

を得て、子供一人一人に応じた支援を行うことが効果的であると考えております。 

  これまで都教育委員会は、学校の様々な問題に対応できるよう、全ての小・中・

高等学校にスクールカウンセラーを配置するとともに、区市町村教育委員会がスク

ールソーシャルワーカーを活用するための経費を補助しております。  
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  また、都の教育相談センターに校長、ＯＢ、弁護士及び精神科医等からなる、学

校問題解決サポートセンターを設置し、保護者等の話をよく聞き、公平中立な立場

から助言を行っております。こうした状況を踏まえ、都教育委員会では、令和４年

度において、いじめ問題の現状、課題分析等をするとともに、区市町村に対し専門

家を活用した、いじめ問題解決に向けたサポート体制強化に係るモデル事業の実施

を予定しており、今後もいじめ解決に向けた取組の充実を図ってまいります。 

  本日は第４期答申に向けて、都内公立学校におけるいじめ防止の取組の検証・評

価について、前回に引き続き御審議をお願いしております。 

  第４期いじめ問題対策委員会は、今年の７月までの任期になっており、これから

５か月の間にいじめ防止の取組の進捗状況について、検証・評価をいただいた後、

いじめ防止対策をより一層推進するための方策について、忌憚のない御審議を賜り、

答申をいただきたくお願いを申し上げます。本日はどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

【和田委員長】 

ありがとうございました。それでは議事を行います。はじめに事務局から、今お

話も出ましたけれども、「ふれあい月間におけるいじめに関する調査結果の活用に

ついて」御説明をいただきます。よろしくお願いいたします。  

【事務局（栗原指導部指導企画課長）】 

  教育庁指導部の指導企画課長をしております、栗原でございます。私から説明を

いたします。 

  都教育委員会では６月と 11 月を「ふれあい月間（いじめ防止強化月間）」と位置

付け、学校や区市町村教育委員会において、いじめ防止等の健全育成に向けた取組

の一層の推進を図っています。 

  令和３年度においては、これまで学校単位でのチェックリストによる「学校シー

ト」を活用して、学校が自校の取組を振り返ることができるようにしていましたが、

教員一人一人の対応力を高めることを目指し、「教員シート」を新たに作成し、個人

の振り返りを実施できるようにしました。  

  「教員シート」の 18 のチェックリストは、いじめ総合対策【第２次・一部改定】

上巻 10 ページから 13 ページにある「いじめ防止において必ず取り組む 18 の項目」

に対応しています。教員が「いじめ総合対策」の冊子を開き、一つ一つの項目の詳

細を確認しながら取組状況を振り返り、「自己評価」を行うと、その回答結果がレー

ダーチャートで見える化されます。その結果等から、自分自身のいじめ防止の取組

状況を振り返り、課題と改善策を明確にすることができるようになっています。  

  さらに、学校が客観的な振り返りを行うことができるよう、「学校シート」に教員

の回答状況が集計される仕組みを構築しました。学校はその数値等を参考に 18 の

項目の取組状況を評価し、その結果がレーダーチャートとして見える化されるよう
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になっています。 

  「教員シート」と「学校シート」のデータを連動させることで、学校の「取組状

況の見える化」のレーダーチャートが完成するよう工夫いたしました。  

 ６月と 11 月のふれあい月間終了後、いじめ及び不登校に関する調査を実施して

おります。本日は令和３年６月と 11 月に実施したいじめに関する調査の結果につ

いて、大きく二つの側面から御報告いたします。 

  第１は調査の結果、第２は調査結果を活用した学校等への指導です。  

  資料２を御覧ください。本資料は表面が都内の公立学校全体、裏面が校種別の取

組状況となっております。 

  それでは第１の調査の結果についてです。 

  まず、認知件数につきましては、資料の表面、中央の下を御覧ください。令和３

年４月から 11 月までの８か月間において、いじめの認知件数は 49,683 件であり、

令和２年度と比較すると 16,431 件増加し、約 1.49 倍になっています。 

  なお、令和２年度の認知件数は令和元年度と比較して減少しており、その理由と

して、新型コロナウイルス感染症対策としては臨時休業期間があったこと、分散登

校等により児童・生徒同士の関わりが減少したことなどが考えられます。 

  続きまして、学校の取組状況についてです。資料の右側のレーダーチャートを御

覧ください。これは資料左にある 18 のチェックリストについて、「実施している」

と回答した学校数の割合を表したものです。 

  まず、裏面の学校種別と見比べていただきますと、いずれの校種においても、実

施校率が 90％を超えている項目は、このレーダーチャートの一番上にあります「①

定義に基づく確実ないじめの認知」、そして左下「⑪ＳＯＳの出し方に関する教育の

推進」、そして「⑬いじめを許さない指導の徹底」。この３項目については、いずれ

の校種においても実施校率が 90％を超えている項目になっております。 

  一方、実施校率が低い傾向がある項目を２点挙げますと、レーダーチャートの左

側「⑮保護者への基本方針の周知」、「⑰関係機関等の役割の理解」となっています。 

  数値上では以上のような結果ですが、学校がこのシートを作成する目的は、自校

の教員の回答状況等を踏まえ、取組の課題や改善策を明確にすることです。割合が

低く、取組の達成度が低い項目のみを捉えて課題と捉えるのではなく、児童・生徒

の実態や日常の取組、教員の発言等を振り返りながら、18 のチェックリストに沿っ

て、「学校いじめ対策委員会」等の組織で振り返りを行うことが大切であると考えて

おります。 

続きまして、学校がどの項目を自校の課題と捉えているかについてです。資料２

の裏面の各レーダーチャートの下にある棒グラフを御覧ください。 

  校種別に見ますと、小・中学校では「⑮保護者への基本方針の周知」、高等学校、

特別支援学校では「⑫いじめに関する授業の実施」を重点課題とした学校が多くな
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っております。これらの項目の実施校率と照らし合わせますと、いずれの項目もそ

の割合が低いことから、多くの学校では今後重点的に取り組んでいきたいと捉えて

いる実態が伺えます。 

  続いて第２の点ですけれども、調査結果を活用した学校等への指導についてです。 

  都内全公立学校の生活指導主任等を対象とした連絡会など、折に触れて学校がい

じめ防止等の取組状況を「学校シート」を基に振り返り、課題の把握や、学校いじ

め防止基本方針の改訂に生かすなど、ＰＤＣＡサイクルの中で不断の改善を図るこ

とができるよう繰り返し周知しています。  

  また、11 月に開催した区市町村教育委員会の生活指導を担当する指導主事を対象

とした連絡会では、昨年度の本調査結果をそれぞれの自治体ごとに用意し、協議を

通して、管下の学校の成果や課題を把握し、指導・助言のポイント等を整理するこ

とができるようにいたしました。 

  これらの取組を通して、都内公立学校の全ての教職員が自分自身の対応力に自信

をもてるよう、学校を支えていきたいと考えております。説明は以上でございます。 

【和田委員長】 

  ありがとうございました。ただいま事務局から御説明がありました。委員の皆様

が御覧になって、質問であっても結構ですし、御意見をいただければと思います。

できれば、一言ずつ委員の皆様全員から、感想なり、それからこの結果、あるいは

調査に関する御意見でも結構だと思いますので、お出しいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

【宮古委員】 

国立教育政策研究所の宮古でございます。質問と感想ということで、意見を述べ

させていただきたいと思います。 

  こういった見える化したということで、非常に素晴らしい取組を開始されたとす

ごく感じたところで、今お話伺いました。 

  まず一点、最初質問ですけれども、18 のチェックリストについて、「教員シート」

を作成されたということで、レーダーチャートのグラフも拝見したのですけれども、

確認なのですが、定義に基づく確実ないじめの認知が 95 ということで、書かれてい

るのは、先生方の全体の 95％という意味なのか、それともここで言う小学校が 1,275

校で、学校として一つのシートを作成しているイメージで、1,275 校のうちの 95％

という意味なのか、そのあたりの 95％の意味というのが、単位が、教師一人一人が

単位になっているのか、学校が単位になっているのかというところをまず確認させ

ていただきたいのですけれども、そこはいかがでしょうか。 

【和田委員長】 

他の項目にも関わってきますので、まずここで御回答いただいてよろしいですか。 

 



6 

【事務局（栗原指導部指導企画課長）】 

指導企画課長の栗原でございます。これは教員シートによる教員の回答状況を参

考に、自校の取組状況について「できている」と回答した学校の割合を意味してお

ります。 

【宮古委員】 

ありがとうございます。とても、こういった取組は大事だと思いました。あとは

どんどん先生方の回答者数を上げていくこととか、タブレットで先生方もオンライ

ンで、こういった実践をされて、年に１回ですとか、御負担のない範囲で、縦断的

にデータを収集していくことができたら、子供と同時に先生方、教職員の方々の認

識と、両方縦断的にデータを、オンラインの形でデータを蓄積していくと、これは

様々な分析が可能になってきますし、最終的には子供の調査と、教職員のこの調査

がどのような形で相関するとか、何らかの関連性について検討していくというとこ

ろも、長期で見ていけば大事なポイントというのが見えてくると思います。こうい

ったところを実践して積み重ねていくことがとても大事になるとまず率直な感想

として感じました。私からは以上でございます。  

【和田委員長】 

ありがとうございました。他の委員の方はいかがでしょうか。 

【桜沢委員】 

羽村市の桜沢です。グラフ、円のところで、「⑮保護者への基本方針の周知」と、

「⑯保護者への対応方針の伝達」と、二つありまして、ここで、片方は保護者への

基本方針の周知が、左側のチェックリストを見ますと、全教職員が説明することが

できるようにしているということに対して、非常に低い数値になっています。この

ことは学校の教員の努力というか、学校での取組ですか、そこに課題があるという

ことなのでしょうか。それから⑯では、対応方針を伝えることを徹底しているとい

うことで、こちらはある程度徹底できている。この⑮と⑯の違いは、どういうこと

でこういう数字の変化が表れているのか、基本的には保護者への理解と協力を得て

いじめの解決を図るという項目ですので、もし何か分かりましたらお教えいただけ

ればと思います。 

【事務局（栗原指導部指導企画課長）】 

指導企画課長の栗原でございます。この⑮の「保護者への基本方針の周知」が低

いということですけれども、学校全体としては、どの学校もホームページや学校便

りで周知はしているところですが、一人一人の教員が概要を説明できるのかという

ところまでは至っていないということが考えられると受け止めております。 

  例えばその改善策としては、保護者会等でそれぞれの教員が自校のいじめ防止基

本方針を説明する機会を設けていくということが考えられると思います。全体とし

ては、この⑯、保護者に対応方針を伝達している、という結果にはなっていますけ
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れども、更にその具体の、教員一人一人が本当に自らよく理解をして保護者に伝え

ることができているかという部分では、まだまだ課題が残っている教員がいるとい

う実態があると捉えております。 

【桜沢委員】 

どうもありがとうございます。私ども、教育委員会としては各学校長に対して、

学校に対して、こういった内容について、研修等についても実施しているところで、

お話もさせていただいております。こういう結果が出ていることで、教員一人一人

が説明責任を果たすというか、そういった力を養ってもらうということも、校長会

等を通じて実施していけたらいいなと今感じたところですので、そのような取組も

していきたいと思ったところです。どうもありがとうございました。  

【和田委員長】 

他はいかがでしょうか。では土屋委員、お願いします。 

【土屋委員】 

ありがとうございました。御説明、それから先生方の質問ですね。委員の皆さん

の質問のところもありがとうございます。前回会議に出られなかったのですが、今

回出させてもらいまして、このような取組のところ、レーダーチャート、詳しく分

かるので、大変ありがたいと思っております。６月から 11 月の調査の伸びがすごく

素晴らしいと思っているところです。  

  今の桜沢先生のお話と関連して、質問というより感想に近いと思うのですが、先

ほどの保護者への理解のところが、少しレーダーチャートが落ちていて、数値が落

ちているところの理由について、私も教育福祉、スクールソーシャルワーカーなの

で、保護者との関連というのは、日々感じているところです。おそらく予防的なと

ころが薄いと思っていて、事が起きて、保護者の方にいろいろお話をする際に、対

応方針についてはお話できるけれども、事が起きた、事後の対応はできるけれども、

未然防止とか予防的なところというのが、数値的には出てきているのだろうと私は

読み取りました。学校の忙しさは分かるのですが、やはり予防的観点というのが課

題になっているのだと感じたところです。 

 そういったことを感じているのと、それと関連して、関係機関等の役割の理解と

いうのも、私どもスクールソーシャルワーカー、なかなか人数が少ない中で、関係

機関と連携は仕事、専門性としてはもっているので、そういうお手伝いができるの

かと思いつつ、そこのところが施策全体のスクールソーシャルワーカーが絡むとこ

ろが、カウンセラーの先生よりは少し薄いところも数値として出ていると思いまし

た。 

【和田委員長】 

ありがとうございました。他の委員の方々いかがでしょうか。  
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【相川委員】 

相川です。今まで御意見を拝聴していて、本当にそれぞれその通りで、取組につ

いては、例えば、教職員の回答と、学校の回答を連動させるなど、工夫されている

部分が非常に素晴らしいと思いました。 

  それが前提で、私は感想になりますが、結局先生方の自己評価を踏まえた数字に

なっているということだと思います。先生方の自己評価と、子供たちから見た評価

とが一致していればよいのですが、そうでない場合というのもあり得るだろうと思

います。先生が控えめに評価していて、子供たちの評価が高いのであれば、もちろ

んそれは構わないのかもしれませんが、子供たちからすると、そんなにうまくいっ

ていないのに、先生の評価だけは高いみたいなことになってしまうとあまりよくな

いと思えます。 

  そうすると、自己評価だけでない、ちょっと少し違う観点からの評価というか、

そういうことをどうするかということも必要な面があると思います。それをやるの

は例えば、それこそ、ちょっと違った角度から、先生と子供たちの関係を見ること

ができる養護教諭だったり、スクールカウンセラーだったり、スクールソーシャル

ワーカーだったり、そういう方が、学校の調査結果を見て、それに対するコメント

をすることも場合によっては考えたら良いのかと思いました。以上です。 

【和田委員長】 

ありがとうございました。他はいかがでしょうか。中村委員、お願いします。 

【中村委員】 

どうもありがとうございました。レーダーチャートを見たときに、⑫の項目のと

ころなのですが、義務教育の小学校、それから中学校は非常に、年３回以上のいじ

めに関する授業実施率が高いところでございます。高等学校と特別支援学校が低い

というのは、これはカリキュラムとか教育課程の関係と理解したところです。いじ

めに関する授業というのは、「特別の教科 道徳」で、たぶん題材として１時間程度

は入っていると思います。残りの２回以上というのは具体的にどのような授業をさ

れているか気になったところです。 

  それから、教育活動でやるということは、当然ねらいがあって、それに関する評

価等も出てくると思います。題材については例えば知識とか、または技能的なとこ

ろまで含んだようなプログラムなのかどうか、東京都でもいくつか提案しているプ

ログラム等もありますけども、３回以上の中身をもう少し教えていただければと思

います。どうぞよろしくお願いします。 

【和田委員長】 

関連してなんですけれども、この調査が令和３年４月１日から令和３年 11 月 30

日までということになっているので、まだ１年も経っていない中での３回というこ

とを、ちょっと気になっていたので、厳格にお答えになる先生方にしてみると、「３
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回やってないよ」と、「学期ごとにやってないよ」みたいな、そんな回答にもなって

くると見ていました。特に高等学校、あるいは特別支援学校における授業というの

は、具体的にどういうものなのか、もし御紹介いただけたらよろしくお願いします。 

【事務局（栗原指導部指導企画課長）】 

指導企画課長の栗原でございます。今、御指摘ありましたとおり、特に高等学校

では、どの教科でいじめに関する授業を取り扱うのか、また、特別支援学校におい

ても障害の程度に応じて授業の行い方が明確になっていないために実施が難しい

というような実態があると聞いております。  

  資料といたしましては、「いじめ総合対策【第２次・一部改定】」の下巻の 10 ペー

ジあたりから「実践」について掲載しています。28 ページの高等学校においては、

教育課程上の位置付けとしては、東京都における「人間と社会」に位置付けている

実践例を載せています。 

  ページを戻っていただきますと、これも今、先生から御指摘ありましたとおり、

小・中学校においては、やはり「特別の教科、道徳」というような事例が載せてあ

るところです。 

  様々な場面でということも考えられるのですが、結局どこに位置付けてやるかと

なると、誰が授業をやるのかというようなことで、まだ十分に学校の中で整理がさ

れていない部分がこの数字として上がってきているのだろうと捉えております。以

上でございます。 

【和田委員長】 

中村委員、何か追加の御質問ありますか。 

【中村委員】 

ありがとうございます。いじめを主に担当するような配置をしている学校もある

と伺っていますので、そういう特化した先生が授業をされると、より効果が期待で

きるかもしれないと考えています。どうもありがとうございます。  

【和田委員長】 

他の委員はいかがでしょうか。藤平委員、いかがですか。  

【藤平委員長職務代理者】 

ありがとうございます。藤平です。レーダーチャートで見やすく、お疲れ様です。

自分としては想定内の数字と思っています。やはり先ほども出ていたように、予防

のところはちょっと弱いと思います。あとは予防のところが、たぶん先生方は全く

やっていないのではなくて、やっているのだけど、これが予防につながっているの

かどうかが分からないで、もしかしたら自信がない。本当はそういうことの、日々

当たり前のように小さなことでもお声掛けするだとか、そういうようなことでも積

み重ねていくことが大事だということで、それで良いということを価値付けてあげ

ることがあるとよいかと思ったところです。 
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  それと、先生方一人一人が個人での集計ということなので、各学校でも、一つ一

つの各学校でもレーダーチャートって、学校版ができるはずなので、それを作って、

「うちの学校ではどこが弱いから、次の学期に向けてどこのところを重視して、こ

ういう取組をしよう」というようなことを先生方で共有して、学校全体でもよいし、

学年で話し合ってもよいし、横で連携して、学校としてのレーダーチャートを作る。

それを作るための時間が校内研修会だと思いますが、それがこの「年３回以上の研

修の実施」というところに、ただ単に誰かが説明して、いじめの定義とかを説明す

るだけじゃなくて、みんなが話し合うことに意義があると思います。だから校内研

修の在り方も全員が参加できるものに変わっていくものの叩き台になるかと思い

ます。個人で言っているものを、もっと「学校としてここを強化しよう」とか、そ

ういうようなものになってくると、学校としての打ち出し方とか、そういうもので

より効果的なのかと思ったところです。以上です。  

【和田委員長】 

ありがとうございました。今もお話ありましたけれども、私自身もこれを見させ

ていただいて、先生方一人一人がどういう思いで自校のいじめ防止に関する状況を

見ているのかということが目の当たりにすることができて、大変興味深い内容だと

思っています。一人一人の先生方の自覚を高めるには、ある意味こういう可視化し

たような形でのものをフィードバックしていかないと、なかなか先生方にしてみる

と、自分がやっているのか、意識しているのかということを自覚する機会もないわ

けです。なかなかよい取組ではないかと思います。 

  ただ全体で括ってしまっていますので、先ほど話にありましたように学校単位で

あるとか、そういうものがもう少しきめ細かくなっていったときに、さらに先生方

の、あるいは自分の学校の中はどうなのだろうっていうことを考えるよい機会にな

るのではないかと思っています。 

  特に先ほど、⑮と⑯の違いなど、ちょっと出てきましたけれども、やはり他の先

生のことを見ている、見る目があることから、そういう違いが出てきていると思い

ます。自分はこうだけれども、他の先生方はどうなのかっていう、そういう視点も

踏まえてこの比較が出てきているところなどは非常にある意味で興味深いと思っ

ています。 

  それからこれは質問ではありませんが、下の重点課題として設定した学校数とい

うところが、重点課題を設定したときに、先生方の課題として、取組として、何を

していったらよいのかということも併せて校内で話合いをする必要があるのでは

ないかと思います。課題として挙げられていることの取組はされているんでしょう

けれども、ここのところを確実に進めていただければと思っています。  

  それでは、坂上先生、お声を発していただければと思います。  
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【坂上委員】 

坂上でございます。私はいつもスクールカウンセラーとして個別の課題とか、あ

るいは時々学校を訪問し、いじめの未然防止という観点で、ストレスを溜めないで、

本当に安心できるような環境という自分でストレスに対処できるようなリラック

ス法とか、そういうことをクラスで指導させていただいております。授業というよ

りは朝の学活や、帰りの学活等でクラスに出向くことや、あるいはお子さんとの対

応をグループなどでもさせていただいています。本当にそういう個別の関わりが多

い中で、今日のような全体的な大きな視点からの資料を頭に入れていくことがとて

も大事だと学ばせていただきました。それと保護者のところの、今の重点課題で⑮

が非常に、どの学校でも挙がっているということです。⑮が重点課題ですから、本

当に「保護者に対して」というところが、課題とすれば、私共スクールカウンセラ

ーも、まずそういう声を発していただく窓口の一つとして保護者講座もテーマとし

て普段行っておりますけれど、もう少しこれを見ながら、少し力を入れていくよう

に仲間にも呼びかけていきたいと思っているところです。感想になりますが、あり

がとうございました。 

【和田委員長】 

ありがとうございました。委員の皆様から御意見いただきましたが、またそれを

お聞きになって、何か特に確認したいことや、御意見がございますか。よろしいで

しょうか。 

  それでは次の内容に入っていきたいと思います。続いて、「『保護者・地域プログ

ラム』を活用した実効的ないじめ防止対策の推進について」、意見聴取を行います。 

  はじめに、北区立稲田小学校の吉田友信校長先生から、自己紹介も含めて、学校

の取組について御説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

【北区立稲田小学校（吉田校長）】 

  はじめまして。委員の皆様こんにちは。私は北区立稲田小学校の校長の吉田友信

と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

  資料を前もって送っていただくようにお願いしてございました。時間は限りがあ

りますので、資料を御準備いただきまして、なるべく効率よく無駄がなく説明を進

めていけるように、そしてお役が果たせるようにさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  まずは「学校の概要について」というところで、簡単にプロフィールを紹介させ

てください。本校は昭和 15 年、昨年度 80 周年を迎えた、ある程度歴史のある学校

でございます。 

  ３番、学校ファミリーというところ。北区では小・中連携を大切にしております。

本校は令和６年４月に義務教育学校になるということで、近隣の神谷中、神谷小と

ともに、施設一体型小・中一貫校を作るということで、名称は仮称ですけれども、
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都の北学園として、その３校の教職員で準備をしています。 

  地域としては４番、学校規模ですけれども、わずか 10 年前、134 名だった児童数、

６学級でしたが、現在は 322 名の 12 学級で、児童数では 2.4 倍、学級数でいうと２

倍になっています。学校の周囲は、大きな工場がたくさんあります。それが移転を

重ね、その移転した後に大手のデベロッパーが集合住宅をたくさん作って、駅でも

赤羽駅というのは、交通が大変至便なため、住みたい街ランキングにかなり入ると

か、これからポテンシャルの高い地域であります。 

  ５番の研究活動です。東京都教職員研修センターのいじめ防止の対策の研究の協

力校と、あと区の方では二つ、協力校としていただいております。一つは道徳で、

心豊かな子を育てる道徳教育ということで、11 月に発表が終わったところです。 

  もう一つが小・中連携の学校を作るということで、その指定校としてカリキュラ

ムづくりを今行っております。 

  続きまして学校教育方針としては、一言でⅡの 1、「全ての人を大切にする稲田小

の実現を目指して」ということで、４年目、掲げて進めてございます。あとは時間

の関係でお読みいただきたいと思います。 

  ３番の目指す学校像の右側、学校で何を大事にしているかというところですけれ

ども、学力、心力、体力、そして組織力を向上して、子供たちに多くの、たくさん

の働き掛けをしたいということで、教職員一体となって進めております。 

  資料の２枚目を御覧ください。続いて本題に入っていきたいと思います。この１

年間、教職員研修センターとの御縁もありまして、いじめ総合対策について、昨年

度から関わらせていただいています。 

  その関係で本年度、１年間かけて、コロナ禍ではありますけども、その部分ちょ

っと工夫させていただいて、１年間、保護者プログラム、そして地域プログラム、

そして学習プログラムを次のように展開させていただきました。 

  資料２枚目のⅢ、「実践概要」について説明いたします。どのように行ったかとい

いますと、数字１番、「保護者プログラム」ですけども、10 月６日の保護者会にお

いて、12 学級全学級が、この総合対策を参考にさせていただきまして、各担任がそ

れを自分のものとして説明を加えながら進めさせていただきました。主な内容は表

の通りです。 

  そして地域プログラムにつきましては、コロナの状況が厳しく、お集まりいただ

くことがかなり難しかったのですが、昨年度はできなかったので本年度はなんとか

したいということで、少数限定で地域の町会長さんと、ＰＴＡ会長さんと役員さん

で、限られた人数でしたが開催いたしました。 

  大きな２番、「地域プログラム」を御覧ください。会次第、このようにまず研究主

任が司会をして、私が挨拶をして、本校の生徒指導を担当している主幹教諭に説明

をさせ、そのあと意見交換をして終わりにしました。 
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  その下の「感染者対策」ですね。一つのイベントをするにも、様々な対策をする

ということで、参考に掲載せさせていただきました。 

  続いて学習プログラムです。先ほども委員の皆様から授業についてのお話もござ

いましたが、小学校においては主に道徳の授業、各担任が授業を進めますが、いじ

め総合対策の下巻に載っています、４年生以外はその教材を使わせていただいて授

業をしました。これは 11 月 27 日土曜日の道徳授業地区公開講座において行いまし

た。４年生については北区が採用している東京書籍の教科書を用いまして、いじめ

に関する内容項目、道徳においては友情・信頼であるとか、公正・公平、社会正義

であるとか、相互理解、寛容であるとか、本当にいじめの未然防止につながるよう

な、子供たちが、日頃その内容項目を指導することによって、間接的にですが、効

果があるという内容について授業させていただきました。 

  Ⅳのところには、このあとそれぞれの実施した後のお声をまとめてみました。実

施後の主な声。保護者プログラムですね。それが終わったあとに Google ホームにて

回収させていただいた声を載せました。 

  （３）は受けたあとに、話しやすい雰囲気を家庭で作る、そしてそれが早期発見

にも協力できるということで考えたということでした。 

  （４）については、子供の変化に注意したいと思ったという声、（５）については、

自分がされて嫌なことは人にしないということを、子供との、親子での合言葉にし

たいという声。 

  （６）はいじめを定義すること、私たちも定義ということで説明はしますけれど

も、いじめの定義っていうのは実は難しいのではないかと。ケースがそれぞれある

ので、一言で定義といっても難しいという御意見。 

 あと（７）には保護者の方自身が小学校４年生の時にいじめにあったという思い

をされたこと。いじめは何年経っても、いじめをした側も、された側も、何年経っ

ても心に残っているということを保護者の感想から学びました。またその時の学校

の対応です。ずっと自分は嫌な思いをしていたんですけど、一度その相手に仕返し

をしたんでしょうか。突き飛ばしただけで私の方が悪いとなったという。担任から

言われたことが、ずっとつらい経験になっているということで、我々教育の現場に

おけるいじめの対応の難しさ、本当に気をつけなければいけないところを感じます。 

  （８）については、学校の取組を聞いて安心した。（９）は、いじめは誰にでも、

どこでも起こりうる案件として、学校が取り組んでいることで非常に共感したとい

うことです。でもそれだけではなくて、予防も十分に分かったけれども、もし起き

た場合どうするのかという、その後の対応ですね。そこもさらに明確にしてもらい

たいというリクエストをいただきました。 

  あとは何か起きた時の情報開示をしっかり行うこと。こういう難しい課題もいた

だきました。 
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  （10）です。いじめは今、だんだん高学年になりますと、スマホとか、あとは今、

一人１台端末です。そういうものを手にしていますから。やはり親子でもプライバ

シーを守らなければ、ただ与えるだけでは駄目だなということで、おそらくこの御

家庭は近々携帯電話とか、子供に渡そうと思っていたタイミングだったんでしょう

か、しっかり決まり事を決めてから携帯電話を渡そうと思ったという御意見をいた

だきました。 

  資料の４枚目をお願いします。地域プログラムですね。先ほど申し上げましたよ

うに、結局コロナとか、気を付けるということで、参加者は当日わずか９名だった

のですが、熱心に聞いていただきました。保護者の声である（１）をご覧ください。

地域と共に子供たちを守らなければならない。（２）は家庭計画の大切さです。また

それだけではなくて、学校とつながりをすることが、いじめ問題の解決になる、そ

の糸口になるということを感じたというお声です。 

  （４）をお願いします。とても分かりやすかった、ぜひ他の保護者、他の地域の

皆さんにももっと伝えてもらいたいということです。 

  （５）は、未然防止や早期発見、早期対応のためには、学校だけではなくて保護

者や地域、大人として、よく見守るようにしていくということが大事と感じていた

だきました。 

  （６）は、よく現場でいうとあるのですけども、相性の合わない嫌いな子、目に

付いてしまう子がいる時に、往々にして親は「距離を保ちなさい、あの子に近付い

ちゃいけませんよ、一緒に遊ばない方が良いよ。」と言うのですが、それをこのプロ

グラムを受けて、これが無視などに発展すると、いじめの加害者になってしまうの

では、と心配になったというお声です。 

 （７）は、学校が取り組んでいるのはよく分かった。当日、宮古先生もお越しい

ただきましたけれども、専門家の方々とか、日頃研究している方に「話を聞いてみ

たい。」という声がありました。何とかいじめに関する内容とか、人間関係について、

講師の方を招いて、学校は、保護者に向けた講演会なども必要とされていると感じ

ました。 

  そして（８）です。子供の指導だけではなくて先生同士でいろいろ共有していた

だいていることが、よく知ることができたということで。教師が、親もそうなんで

すけども、「今日何かなかった。」と。やはり家庭でも何かがあった時に、今日嫌な

こと、「災難だった。」とか、家庭で一番に、開口一番親が子供に聞くということを

よく聞くのですけれども、「何か力になることはある。」という教師の一言。それは

親でも、家庭でも、そういうことで声に変えていきたいというような内容でしょう

か。 

  最後に学習プログラムですね。お読みいただければと思いますが、１年生から６

年生まで。ここで挙げさせていただいたように、６年生の「ユリの後ろ姿」のとこ
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ろのお声を聞いてください。まず上の方にあるところ、後半です。この主人公、登

場人物は、平等に接していてよいと思った。人と接する時はそれぞれの相手によっ

ても態度が変わると思うけれども、平等にできるように努力していきたい、という

ことで、道徳でいう人間理解、あと難しさのある中でも振り返って自己を見つめる

時間にできたのだなと感じました。 

  また、もう一人の別の児童ですが、「こんな自分になりたいんだ」って、導入のと

ころで、「誰にでも平等に接する自分」というふうに、この子は振り返って授業を始

めたのですが、授業が終わったあとには、「クラスを仕切っているマリコのような人

にも、仲間外れにされている私のような人にも、同じように接するユリのようにな

りたい」という正しい行動のことを考えたようです。 

  そして最後、Ⅴのところです。先ほど委員の皆さんのお話にもありましたが、評

価というところです。本年度、20 項目以上、学校評価を取ったのですけど、そのう

ちの一つの項目に、本校では「いじめを許さない学校づくり」を目標として掲げて

いて、具体的方策、稲田小いじめ防止基本方針に基づく組織力向上、スクールカウ

ンセラーに全児童面談。指標は右の通りです。これについて、教職員は見事に 100％、

みんなが肯定的な評価で取り組んだと。受ける児童は、91.4％が「意識をしていた」

という結果が出ています。保護者の方にいたっては 89.4％という生の数字でござい

ます。簡単ではございますが、以上、報告とさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

【和田委員長】 

吉田校長先生ありがとうございました。それでは今の御報告を受けまして、委員

の方々から御質問を受けさせていただきたいと思います。どうぞ、どなたからでも

結構です。 

  私からお伺いさせていただいてよろしいですか。地域プログラムの中には学校運

営連絡協議会との連携とか、ＰＴＡとの連携を少し掲げているところがあります。

また更に学校サポートチームとの関係も考えているのですが、今回の開催に当たっ

て、ＰＴＡの役員会であるとか、組織、学校運営連絡協議会の方々とは何か連携を

されたようなことがありましたでしょうか。  

【北区立稲田小学校（吉田校長）】 

ありがとうございます。コロナの感染状況が進んでいる中で、わずかにお願いで

きたのがＰＴＡの会長さんと、あとＰＴＡの本部役員さんにお願いして、この８名

はそういう方々です。ですから、こういうことを開くと言いましたところ、「喜んで

責任をもって参加します」ということになり、そういう連携を当日していただきま

した。ありがとうございます。 

【和田委員長】 

ありがとうございました。宮古委員は、御参加いただいたということなのですが、
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いかがですか。何か付け加えることはありますでしょうか。 

【宮古委員長】 

私自身このような地域プログラムは大変大事で、重要な取組をされていると思い

ました。参加させていただく機会をいただき拝見しまして、私自身は大変刺激的で

勉強になりまして、誠にありがとうございました。  

  感想めいたことで恐縮ですけれども、このコロナ禍の中で保護者の方とか地域プ

ログラムで多くの人を巻き込んでいくというのはなかなか難しいところがあると

は思うのですが、地域の方とか保護者が学校に参画していくという意識を育むとい

うことは非常に学校経営上大事なことだと思いますので、どのようにこれを広げて

いくかということがまず一つ大事なポイントになると改めて思っているというと

ころと、あといじめ防止対策推進法で、学校いじめの基本方針は今全ての学校で作

ることが義務化されております。先ほどの東京都の「教員シート」で、いじめにつ

いての認識が可視化されて、学校単位で今度、重要なフィードバック情報として出

てきたら、例えば、学校いじめ防止基本方針を毎年更新する、ブラッシュアップす

る時に、保護者の方たちもお招きして、学校いじめ防止基本方針の振り返りと、あ

とは保護者が学校いじめ防止基本方針に対してどう思っているか、そしてどこを自

分たちとしては改良していった方が良いと思うか、保護者が学校いじめの基本方針

の取組に関わっているという意識とか、自分たちの声が学校いじめの基本方針に反

映するという意識感覚を育んでいくということも、中長期的には大事になってくる

と思います。いじめは学校だけが取り組んでいるわけではなくて、保護者の主体的

な意識とか、そして参画していくということが大事だということを、保護者を巻き

込みながら、保護者プログラムとか地域プログラムの延長で、学校いじめ防止基本

方針に対する取組も考えていくと、また膨らんできて、より参画という意識が保護

者と地域に生まれるのかと思いました。私からは以上でございます。 

【和田委員長】 

ありがとうございました。他の委員の方々いかがでしょうか。吉田校長先生、御

発表いただいたのですけれども、何かこのプログラムについて、やってみて、「こう

いう課題があった」とか、もうちょっとこういう改善点があれば良いなとか、何か

お感じのことがありましたら、御意見をいただければと思いますが、いかがですか。 

【北区立稲田小学校（吉田校長）】 

ありがとうございます。作成者の皆さんが、かなり研究を重ねて作られているの

で、概ね使いやすいものが多く、教職員もそんな話をしていました。  

例えば道徳の学習プログラムについては、本校が事前に、全教職員で道徳の研究

をやっていたということもあり、授業については発問の中身とか、その辺について

は、さらにこっちの方が良いというような声はたくさんあって。あと保護者プログ

ラムについても各教員が、話しやすいように各自の順番で入れ替えて、より効率が
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上がるような形で具体的に進みましたので、その都度、教職員研修センターの統括

指導主事の皆さんや指導主事の皆さんにもヒアリングをしていただいたので、その

旨をその都度お伝えさせていただきました。  

  先ほども委員の皆さんのレーダーチャートの⑮と⑯のことについて、一つの現場

の感覚としてお伝えしてもよろしいでしょうか。  

 ⑮の方はどこの学校でも都や区市や学校が方針を作っていますけれども、いつも

年度初めの保護者会でするのが、こういうことを保護者全体に向けてお伝えするの

が理想ですが、年度初めの全体の保護者会、また各学年、各学級の保護者会には、

それこそ話すことがたくさんありまして、そこを差し込んで、学校のいじめの基本

方針について、なかなかお伝えする時間が難しいと。そこも一つの課題かなという

ところで、この低い数値になっているような気がいたします。  

  次の⑯について、これが上がるのは具体的に何かが起きた時。また各学級担任で

も何かが起きた時には、子供たちの保護者、子供たち双方によく聞いて、受け止め

て、対応してまいります、といったことを指導していく。具体的に何かあった時に

は、「これは概ねやっている」という評価を各自がしていることにより差があるのか。

どちらかというと⑮が、オフィシャル、公式的な総合対策、連携、公式的の堅いイ

メージで、「まだそこまで行っていない」とか、「説明は無理」とかという感じで捉

えているのかもしれません。⑯の方がより具体的に子供の実態に応じて指導してい

ることをお伝えしていることで、「これはできている」というふうに評価しているの

かなと思いました。以上です。 

【和田委員長】 

ありがとうございました。今後ともぜひプログラムの推進をよろしくお願いした

いと思います。ありがとうございました。  

  それでは続いて、東大和市立の東大和第二中学校、岩﨑浩示校長先生から自己紹

介を含めて、学校の取組についてご説明いただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

【東大和市立第二中学校（岩﨑校長）】 

東大和市立第二中学校校長、岩﨑と申します。よろしくお願いいたします。本校

は令和２年度と３年度の２年間、東京都教職員研修センター、教育課題研究、研究

協力校の指定を受け、いじめ防止に関する様々な取組を実践いたしました。本日は

その実践内容と成果等について御報告をさせていただきます。 

  まず本校の概要です。本校は古くに開発された住宅及び商業地域の中に位置する、

全 10 学級の中にあります。中規模校です。近年は駅周辺の集合住宅が増え、新旧住

民がそれぞれ半数を占めています。ここ数年は暴力行為など、生徒指導上の課題や

不登校の増加などが新たな課題となっていました。 

  本校では令和２年度より研究協力校に指定され、東京都教職員研修センター及び
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東大和市教育委員会の御指導、御助言の下で地域プログラムを始め、様々な取組を

実践いたしました。 

  それでは本校の取組について紹介いたします。まずは従来から継続している主な

取組です。第１はいじめ防止に関する授業実践です。学期に 1 回以上、特別の教科、

道徳の授業を中心とした授業を実践しています。 

  第２に、スクールカウンセラーを活用した取組です。ストレスに対するコントロ

ールスキルを生徒に身に付けさせるため、全クラスでスクールカウンセラーによる

特別講義を行いました。また、生徒自身の心の安定を図るため、月に２回、カウン

セラーだよりを活用した一斉指導を行っています。 

  第３に、生徒会によるいじめ防止対策の活動です。特に携帯電話やスマートフォ

ンの使い方や問題点などをアンケートの形で調査し、その結果を基に話し合い、い

じめゼロに向けた宣言を示すなど、活動を行っています。また、その内容を東大和

市連合生徒会や、市が主催するいじめシンポジウムで発表し、相互に意見交換をし

ながら工夫改善を図っています。 

  最後に諸調査の実施による実態把握です。問題行動等調査や、ふれあい月間に係

る調査のほかに、東大和市で学期に 1 回、友達との関わり調査を実施しています。

その結果を基に実態を把握しております。調査後には当該生徒からの聞き取りを丁

寧に行なって、適切に解決を図る、そのような実践を行っています。また、調査結

果は学年会、学校いじめ防止委員会、校内教育相談委員会などで共有し、情報交換、

協議等を行なって未然防止を図る取組の検討と実践を進めているところです。 

  次に、今年度行いました、保護者および地域を対象とした実践プログラムについ

てです。実践に当たっては、内容や時期、場面について、昨年度に検討し、本年度

実施しました。また有効な実践となるよう、実施の前後にはプログラムの開発を担

当された、東京都教職員研修センター研修部、教育開発課の指導主事等の皆様に御

指導、御助言をいただきました。 

  ４月には保護者会全体会において、いじめ総合対策【第２次・一部改定】下巻の

106 ページから 107 ページに掲載されている「保護者プログラム１」を実践いたし

ました。多くの学校では、年度当初の保護者会で生徒指導の基本方針を伝えていま

すが、併せて保護者プログラムを活用しました。いじめの定義、本校のいじめ防止

基本方針、また対策等について伝える場としました。事後のアンケートでは、「早い

段階で学校のいじめに対する考えを知ることができて良かった。」また、「いじめに

ついて真摯に取り組んでいることが分かった。」など、肯定的な意見が複数寄せられ

ました。 

 １学期末の７月の保護者会では、総合対策下巻 108 ページから 109 ページの「保

護者プログラム２」を実践し、いじめの定義や現状についての確認、いじめの早期

発見と解消に向けた対応などについて伝えました。いじめの現状についてはふれあ
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い月間等の諸調査の結果で参考となる内容を示しました。また、総合対策下巻 110

ページから 113 ページの「保護者プログラム３，４」について、全体を対象として

行う機会がなかったため、内容の一部をこの保護者会で行いました。保護者からは

いじめについての意識調査の結果を受けて、相談できずにいるケースが多いことを

改めて認識できた、という感想が多く聞かれました。同時に保護者プログラムの実

践について、その理由や目的を理解できたという方も複数いました。 

  同月には三者面談がありましたが、事前にリーフレット等、印刷物を配布して、

「保護者プログラム３、４」の取組内容として挙げられている、教育相談体制に関

する情報提供を行いました。また、いじめについて不安や心配を感じている生徒や

保護者に対しては、より丁寧に説明しました。 

  そして９月には、総合対策下巻 120 ページから 121 ページの「地域プログラム」

を実践いたしました。本年度が初めての実践ということで、まず学校運営連絡協議

会で行うこととしました。いじめの定義と現状、本校のいじめ問題に対する取組の

紹介、地域全体でできることについての協議、今後の方向性について考える場とし

ました。 

  参加者の意見感想として、主なものを紹介いたします。まずは「本校のいじめに

関する現状が分かった。地域にはいるものの、いじめの実態までは分からないので、

プログラムの実践があって良かった。」という感想が多くありました。併せて、「元

気のない生徒を見たら意識的に声を掛けていきたい。」、「下校時刻に合わせて買い

物に行き、様子を見ていきたい。」といった話もありました。次に、「学校が様々な

取組を実践していることが分かり安心した。」という感想とともに、「学校だけでは

充分ではなく、保護者、地域など、身近な大人の存在が重要だ。」という意見もあり

ました。また、いじめに関する諸調査の結果や、都や市、学校の方針を伝えたこと

で、「いじめは増えているという認識だったが、丁寧に見取るようになっていったん

だと考えを改めた。」という話もありました。その他、「学校公開や行事を参観する

など、学校に行く機会を増やしたい。地域にできることがあれば学校から伝えてほ

しい。」など、「いじめの未然防止に向けて協働したい。」という御意見が多く寄せら

れました。 

  地域プログラムの実践の成果と課題です。成果は地域と「協働、参画する」とい

う機運が高まったことです。いじめについて我々学校側は、つい単独での解決や対

策を模索しがちです。しかしプログラムの実践により、地域の破綻、話を聞くこと

ができ、共に協力しながら進めていこう、それが有効であるということを改めて認

識することができました。地域の方への啓発というのが当初の大きな目的でしたが、

結果として、我々学校の意識の変容の方が大きかったのではないかと感じています。 

  一方で、課題が二つあります。一つは時期や場の確保です。様々な会議等がある

現状で、新たに時間や場所を設けるのは難しい面もあります。学校公開時に、「事前
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に録画したものを示す」、「オンラインによる配信をする」など新たな工夫が必要と

考えています。 

  もう一つは新たなプログラムの開発、実践です。今回は学校運営連絡協議会で行

いましたが、定期的に実践することで、地域との協働の期待は高まると考えます。

しかし、毎回同じ内容では、目的を十分に果たすことができないことから、学校独

自の開発、または工夫が必要となります。 

  最後に、本校における今後の取組や方針についてお話いたします。本年度は従来

の取組に加え、保護者プログラム、地域プログラム、生徒向けの学習プログラムを

実践いたしました。その成果や課題については、いじめの諸調査の回答結果などを

基にして、年度末に分析、検証する予定です。 

  一部、現在分析中の結果を紹介いたします。それは本市で学期に１回行なってい

る、友達との関わりアンケートの結果です。令和元年度第１回目の調査では、いじ

めと認識される案件が６件、第２回目が７件、第３回目が３件ありました。東京都

教職員研修センターの研究協力校の指定を受けた令和２年度は、第１回目より順に、

１件、２件、２件でした。保護者地域プログラムを実践した本年度は、第３回目は

まだ行なっていませんが、第１回目が１件、第２回目も１件でした。この数値の推

移が有意な変化であるのかどうかを分析しているところですが、一定の成果である

のではないかと考えています。 

  このことから、次年度もいじめの未然防止を優先課題として取り組み、一部工夫

改善を加えながら、従来の取組と各プログラムの実践を継続していきます。特に地

域プログラムについては、基本プログラムの理念を十分理解の上で工夫改善を加え、

重点を当てて実践していきたいと考えています。 

  本校では令和５年度よりコミュニティ・スクールの運用を開始する予定です。い

じめに関する取組を軸として、地域との協力をより強固にしながら進めることで、   

その効果も高まるのではないかと期待しています。 

  非常に雑駁ではありましたが、以上で本校の方向を終わります。ありがとうござ

いました。 

【和田委員長】 

岩﨑校長先生ありがとうございました。それではただいまの御説明について、委

員の皆さんから御質問をよろしくお願いします。それでは桜沢委員お願いします。 

【桜沢委員】 

羽村市の桜沢です。最初にありました、従来から継続している主な取組の生徒会

を中心とした取組ですけれども、いじめのシンポジウム等も計画してやられていて、

このコロナの中で、私どもの中学校も、生徒が生徒会を通じて、いろんな学校行事

等を主体的にやっていく、主体性が出てきているという非常によい形での取組をさ

れている部分があると思います。それで、いじめの問題についても自分事として、
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生徒会が取り組むということは非常に良いことだと思います。先生の学校で、従来

からはやっているのでしょうが、生徒会を中心とした新たな取組等、その効果につ

いてどのように評価され、また今後取り組んでいこうというお考えはありますでし

ょうか。 

【東大和市立第二中学校（岩﨑校長）】 

新たな取組というのは今のところ考えていません。というのは３年ほど前から東

大和市で連合生徒会やいじめシンポジウムを企画していただいて、そこに合わせて

うまく動いていますので、今後もその方向で進めようと思っています。ちなみに、

いじめシンポジウムに向けては、本市では小・中一貫のグループ、中学校区で、ま

ず中学校と小学校で相談した後、校区ごとの発表という形にしていますので、せっ

かくよい特色だと思っていますので、その活動を軸に今後も今まで通りの活動を進

めていこうと考えています。以上です。  

【桜沢委員】 

ありがとうございます。そういった活動が、東京都のプログラムの中に組み込ま

れているのかとも思うのですが、生徒が主体的に生徒会等を通じて、いじめに対し

て考える機会、こういったものというのは都全体でも必要になると思います。全て

の学校でそういったものに対する中学校の取組というのが広がっていけば、私は

「主体的・対話的で深い学び」についても、教育課程を組む中でも、こういったも

のに対する取組というのが増えていくことによって、いじめの対策というのは非常

に有効になると思います。どうもありがとうございました。  

【和田委員長】 

ありがとうございました。他の委員、いかがでしょうか。  

【坂上委員】 

坂上です。とても素晴らしい、地域と学校との信頼関係が作られていくような実

践で本当に感銘を受けました。予防の観点と、あと未然防止というところが強調さ

れておられて、それが地域の保護者の方に広まっておられる様子が素敵だと思いま

した。そして学校の中では、スクールカウンセラーを活用しているということで、

本当に大変ありがたく思います。私自身も先生の、二中さんには、コロナの前には

何度か教員研修とか、授業実践で伺わせていただいたことがありまして、そのよう

なことで、ストレスマネジメントを、スクールカウンセラーさんが引き続き実施し

ておられるということ、とても嬉しく思いました。安心することがやはりいじめの

予防につながりますので、ストレスをコントロールするということもとても大切だ

と思っておりました。本当に今日の発表を伺ってとても嬉しく思いました。また心

から応援しております。 

【和田委員長】 

では土屋委員、お願いします。 
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【土屋委員】 

校長先生ありがとうございました。質問もありますが、まず年間を通じての計画

に落とし込んでいるところ、本当に素晴らしいと思います。１回だけでなく、全体

で取り組んでいることに本当に感銘を受けております。 

  質問ですが、私は清瀬市の教育委員も拝命しておりまして、清瀬市などはコミュ

ニティ・スクールへの転換、学校支援本部をすごく活用しているところです。コミ

ュニティ・スクールへの転換も、いろいろ課題がありつつも取り組んでいるので、

こうして最後に課題として、校長先生が話してくださった、このコミュニティ・ス

クールの、合わせた取組というのを、何か今時点でお考えがもしあったらぜひ教え

ていただきたいと思いました。お願いいたします。  

【東大和市立第二中学校（岩﨑校長）】 

今まだ、令和５年度に向けて、コミュニティ・スクールの準備委員会をやっと立

ち上げたところです。まだいじめに関するプログラムの実践ですとか、具体的なこ

とは考えていませんが、学校運営連絡協議会の、この実践した場では、自分たちも、

企業に勤めている方とかいらっしゃって、「そういう立場で話はしたい」というお話

もあったので、何かそういう、地域の方をゲストティーチャーとした取組というの

が定期的にできるようになれば良いなというのは、まだ漠然とですが、アイデアと

しては考えています。それをきっかけにまた地域のコミュニティが強くなっていけ

る、そういう相乗効果があればと考えています。以上です。  

【土屋委員】 

ありがとうございました。ハラスメント防止とか、ＳＤＧｓとか、保護者もすご

く興味を抱いている方もいらっしゃるなんて、清瀬市の方でも感じているので、あ

りがとうございました。 

【和田委員長】 

ありがとうございました。他の委員の方々いかがでしょうか。  

  私から１点だけ教えていただきたいのですが、基本的なことで恐縮なのですが、

今、保護者プログラムであるとか、地域プログラムを実施する際に、かつてはいじ

めを話題にすると、子供の個人情報が外に漏れてしまうのではないかとか、あるい

は二次的な問題が生じるというようなことが、一時ささやかれていて、なかなかそ

この保護者に情報を流すとか、地域との連携というのは難しいところがありました。

今のプログラムを実施するにあたって、そのような点についての懸念というのはご

ざいますか。あるいは、何か学校として、その辺りに一つ個人情報を出す時の基準

のような、注意されていることっていうのはございますか。  

【東大和市立第二中学校（岩﨑校長）】 

具体的な案件が出た場合には、やはり慎重にならざるを得ないところもあるかな

と思います。まず保護者プログラムの実践に関しては、こちらが思っている以上に
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保護者の方の受け止めが肯定的でしたので、一つ安心しているところです。またや

ってみて、何か具体的な案件がもし残念ながら発生した場合でも、今回の受け止め

を聞いていると、比較的冷静な判断をできる方が多いと思いました。ただ、実際に

何かが起きてしまった時にどうするかまではまだ難しいと思っております。  

【和田委員長】 

ありがとうございました。他の委員の方、よろしいでしょうか。それではお二人

の校長先生方、発表ありがとうございました。本日は吉田校長先生、岩﨑校長先生、

大変お忙しいところ、この会に御参加いただきまして、ありがとうございました。

学校においての取組状況、大変よく分かりましたので、資料も含めて御提供いただ

いてありがとうございました。今後とも各学校でのプログラムの推進についてよろ

しくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。 

それでは校長先生方、お忙しいところ感謝申し上げたいと思います。では校長先

生方についてはここで御退席ということでお願いしたいと思います。 

  それでは（３）の審議、本日の大きな課題になっておりますので、第４期の答申

に向けたいじめ防止の取組の推進状況の検証・評価について審議を行います。前回

の審議で出していただいた意見のメモを先生方にお配りをしていると思います。事

務局の方で、ポイントごとに整理をしていただいて、各委員の方々が御発言された

ことの内容がピックアップされている資料でございます。 

  前回の審議の内容を踏まえて、検証・評価を進めるに当たって、今のところ二つ

の視点について挙げさせていただいております。資料の上のところに審議の視点、

案というのが出ておりますが、一つは各学校がいじめ問題に積極的に、また安心し

て取り組むための危機管理、組織的対応についての取組の検証・評価です。それか

ら第２が、都内の公立学校におけるいじめ防止の取組状況の検証・評価をするため

の観点であるとか、基準、方法等について考えてまいります。 

  前回までの審議の内容を踏まえまして、はじめに各学校がいじめ問題に積極的に、

そして安心して取り組むための危機管理、あるいは組織的な対応についての審議を

進めます。学校経営、あるいは教員の資質能力、防止意欲の向上、保護者地域との

連携の視点から御意見をいただければと思っております。この内容について、この

検証・評価をするに当たっての観点、評価、方法等について御提案をいただけると

ありがたいと思っております。特にポイントを絞って討議いただくということでは

ありませんので、各委員の皆様方が前回の御発言をした内容を少し具体的に検証・

評価をするにあたって、こうしたら良いのではないかという具体的な提案をいただ

けるとありがたいと思っております。 

  ではまず１番について大きな審議の観点について御意見をよろしくお願いしたい

と思います。いかがでしょうか。 

  前回の発言等も御確認いただきながら、答申に向けてどのような観点で、あるい
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はどのような方法で検証・評価をしていくのかという辺りの御提案をいただけると

ありがたいと思っております。 

  土屋委員、よろしくお願いします。 

【土屋委員】 

たびたび恐れ入ります。前回は出ていなかったので、少し観点がずれていたら申

し訳ないので、御指摘いただけたらと思います。先ほどの発表とかぶるところでは

あるのですが、審議の視点１の保護者・地域等との連携、私はこちらが専門なので、

こちらから申し上げると、先ほどの話にもつながるのですけれども、例えばコミュ

ニティ・スクールの策定状況であるとかも、一つ観点になるのかと思っています。

学校運営連絡協議会の活用と、それから学校支援本部やコミュニティ・スクールの

運営状況だとか、そういったものも、おそらくこの保護者と連携を図っていく上で、

これから本当にポイントになってくると思います。そのため、そういった観点もど

こかに入っていると、学校が取り組みやすいのではないか、これから先のことであ

ると思うので、どのような、どこまで提言というか、文章にしていくのかというの

は難しいかもしれませんけれども、そのようなことを感じました。  

【和田委員長】 

ありがとうございました。他はいかがでしょうか。例として、学校経営の視点と

か、教員の資質・能力、防止意欲の向上、今出ました保護者・地域等との連携の視

点ということで、どのような観点でいじめ防止策が推進されているかという、そう

いう検証の仕方について御意見いただければと思います。桜沢委員お願いします。 

【桜沢委員】 

今回まとめていただいた前回の審議の視点のところの、学校の経営の観点、視点

からというようなところで少し、あとそれと併せて、保護者・地域等との連携の観

点からというようなところで発言をさせていただきます。  

  先ほどいろいろな意見が出た中で、各学校での取組というのは、この円グラフを

見たところ、非常に満遍なく、いろんな形で取り組んでいるというふうには受け止

めています。 

  その中で、やはり学校いじめ対策委員会、ここを核とした組織的な対応というの

はチェックをしなければならない。学校として自己評価をしていかなければならな

い部分であると思います。ぜひここのところの対策をしっかりととられているかど

うかを、学校内でも評価し、そして先ほど御意見いただきました、他の委員さんか

らありましたように、このチャートの中で、学校でチェックリストを用いた評価を

した上で、どこが改善すべきことなのかということを学校いじめ対策委員会の中で

共有していったらいかがかという、非常によい御意見だとお聞きしていました。ぜ

ひこの観点を、この評価の中で、またこれが危機管理などにもつながっていくこと

だと思いますので、この辺りをまとめていただいて、今回の答申に向けて検討され
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たらいかがかと思いました。以上です。  

【和田委員長】 

ありがとうございました。他はいかがでしょうか。  

【宮古委員】 

宮古です。どの観点からというところで、少し悩ましいところではあるのですが、

先ほど冒頭で「教員シート」や子供の調査の話が出ておりました。先ほど、委員の

方から御指摘ありましたように、教員の声だけで考えていくと、それは子供の声と、

リンクしていればよいのですが、教員だけがそう思っているけれども、子供のパフ

ォーマンスとしてはそうではないということも、可能性としてはあり得ると考えら

れます。「教員シート」のデータと、子供の調査もそれぞれいじめの調査で、学校単

位で構わないと思いますが、例えばいじめがちゃんと解決できている学校と、なか

なか解決できていない学校というところがもしあるのであれば、解決できている学

校は、この教師の声はどうなっているのか、解決があまり進んでいない学校と、解

決が進んでいる学校が、もし、ある程度分かれることができるとした時に、そこで

この教員の調査に立ち返った時に、どこが違うのか、それは 18 項目のうち、子供の

声ではいじめは解決している、どういった形で子供のいじめの把握をしているかと

いうのは分かりかねるのですけれど、子供の側の声をベースにしながら、子供のい

じめの被害、あるいは加害の高い・低いになるのかもしれないですし、そういった

子供の声をベースにしながら、遡って教師の調査で何らかのばらつきがあるような

ところを見付けることが、もしできるのであれば、おそらく子供と教師の調査の双

方をやる意味というのが出てくると思います。 

  その時に、被害・加害の有無が、ある程度高い・低い学校が分かれた時に、この

教員調査でそれがばらつく項目を見付けることができたらば、それが学校経営で大

事な観点になると思います。その項目について重点的に振り返るというところに意

味があるといます。しかし、いじめの被害・加害と解消率と、この教員の 18 のチェ

ックリストが、あまり関係ないのであれば、そこに強引に力を入れた取組をしても、

そもそも子供の声には跳ね返っていないのであれば、学校経営や、教員の資質・能

力で力を入れる力点はそこじゃない可能性もあります。子供の調査をベースに、こ

の学校単位で、教師の調査もリンクさせながら、傾向を見ていくというところで、

大事な項目が出てくれば、それが学校経営の視点になると思いますし、教員集団で

育むべき資質・能力になり得るのではないかと、そこから手掛かりが出てくるので

はないかというのが私の印象でございます。以上でございます。 

【和田委員長】 

ありがとうございました。藤平委員お願いします。  

【藤平委員長職務代理者】 

藤平です。今、宮古委員に付け加えて、さらに、学校がいろいろなことをやられ
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ると思います。本当に素晴らしいことを細かくやられていると思いますが、そのや

ったことをちゃんとしっかりと点検・検証するということが必要で、そういう意味

で先生の取組と、子供たちの声を相関させてというのが宮古委員のお話だと思いま

す。それを私は、さらに、比較ができないと駄目だと思います。例えば、アンケー

トが６月と 11 月にやったとして、６月にアンケートをとって、それと比較するとい

うのが 11 月で比較するわけです。比較して、数値が上がった下がったで、一喜一憂

するだけじゃなくて、それを踏まえて自分たちの取組はどうであったかがで分かる

わけです。数値は下がっているけど、この取組で問題ないということを先生方で話

したら、また 11 月以降の取組に反映するのですが、その検証ができないと思いま

す。本来であれば、学期ごとにやるだけではなくて、まず４月の段階で自分たちの

取組はどういうことを目指してやるのかというのを取っておいて、どういうふうに

やれば子供たちはどうなるだろうってイメージを、仮説を作るようにしておいて、

１学期の終わりに、７月か何かにアンケートをとって、「数値はこうだから２学期は

こういうふうにしましょう」としてみる。２学期に実践してみて、「やっぱりこの取

組は良くなかったんじゃないか」というのを、数値を、子供たちの声を踏まえて、

じゃあ３学期に生かすというふうに、定期的に子供の声を踏まえてこういう取組を

点検してまた見直す、つまりＰＤＣＡを回すということだと思います。先ほど和田

委員長が、重点課題として学校が設定したのはいつの段階かっていうような話もあ

ったと思いますが、こういうようなことを設定して、子供の声を踏まえて、自分た

ちの取組は良いのかどうかというのを話し合う機会という場の確保をする。先生方

の校内研修でも何でもよいと思います。とにかく子供の声を比較できないと駄目だ

と私は思います。そうでないと、どうしてもその時その時で１回の印象になってし

まいます。２回やっているからまだよいと思いますが、地域によっては年度末の３

月に１回アンケートをとって終わりというところもなくはないと思います。そうす

ると比較ができないので、意味がないと思うので、そういう子供の声を比較すると

か、そういう場の確保とか、そもそも何のために検証するのかという、点検して検

証するのかということを先生方で共有するというのは必要かと思いました。以上で

す。 

【和田委員長】 

ありがとうございました。検証するからには目標を立てて、それに向かって取り

組んだかどうかということが対象になるわけです。今のように、年度初めの目標が

どれだけ達成されているかというのを比較していく必要があると思います。 

  今、子供のアンケートの話が出てきましたが、私も直接的ではありませんが、例

えばいじめの認知のゼロの学校についても、やはり子供たちがどう答えているのか

ということがなかなか外に出てこないのではないか、認知がゼロということは何も

なかったということになってしまうわけです。しかし、子供たちは、相談に行った
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のかとか、教職員だとか、それから生徒の活動はその学校の中にあったのかどうか

とか、あるいは、なぜ認知ゼロなのか、その背景とか分析についてどう考えている

のかという、そういうことなども、生徒の意識を踏まえながら検証していく必要が

あると思っています。教員が最終的に認知をしなかったのだからゼロだというので

はなくて、やはり生徒たちは何らかのＳＯＳを発信している可能性もあるわけで、

そういったものをどのように学校として把握し、最終的には認知ゼロという報告を

しているのかという辺りは、しっかりと受け止めていかないと、今のアンケートの

ように、先生方の自己評価だけで終わってしまのではなくて、生徒たちの意見も踏

まえてどうなのかという辺りは、報告ゼロのところについてはぜひやってもらわな

ければいけないことではないかと思っていました。 

 他、いかがでしょうか。相川委員お願いします。  

【相川委員】 

今お話しいただいた点、非常に重要だと思いますが、私はちょっと違うことをお

話させていただきたいと思います。  

先ほど、いじめ対策委員会の位置付け、活用が重要だというお話があって、私も

本当にそうだと思います。その時に、いじめ問題に積極的に、あるいは安心して取

り組むということを担保するためには、例えば、対策委員会で会議を行い、そこに

そのケースをもち込むという時に、その担任の先生とかが、ケースを検討してもら

って良かったと思えるような、いじめが自分のクラスで起こってしまっていて、あ

る意味、まな板の上の鯉みたいな状態にもなりかねないわけですが、そうではなく

て、そこの会議で担任の先生もエンパワーされるような、そういう会議にどうやっ

てするのかということが大切だと思います。そういうことであって初めて活性化も

していくし、職員の方々も教員の方々も元気になれるということではないかと思い

ます。冒頭で藤平委員が、研修の在り方に関してもおっしゃっていて、それと似た

問題意識だと思います。教員が、他の先生にも頼りながら、自分で取り組む意欲を

高めていける、あるいは直面している課題に勇気をもって取り組んでいくために、

元気をもらえるような場をどうやって作っていくかという観点が重要ではないか

と思いました。以上です。 

【和田委員長】 

ありがとうございました。他、いかがでしょうか。中村委員いかがでしょうか。 

【中村委員】 

少しずれるかもしれませんけれども、いじめの一番重要な法に基づく認知がすご

く高まっているにも関わらず、やはりこれだけ重大事態が起こっているというのが、

私はいつも気になります。どうしてそうなってしまったのか。いわゆる重大事態化

になってしまう原因が、やはり初期対応等がすごく大きくて、特に２号事案を見て

いると、不適切な対応とか、最初のボタンの掛け違いみたいなところが、非常に目
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に付きます。 

そうすると、今日の資料で検討したものだとポイントの２のところ、「組織的対応」

というところが、もうちょっとしっかり検証できるとよいと思っています。具体的

な方法というとなかなか思い付かないのですが、中学校では特に、学校でと言いな

がらも、やはり学年単位を基本としている文化がまだまだ根が強いのではないかと

感じています。つまり学年で起こったことだから、学年でまず対応しましょうとい

うのが基本スタイルの学校が多いのではないかと思います。本当にここに書かれて

いるような組織的対応とか、それから委員会を使ったことがきちんとできていると、

起こってしまったいじめが重大事態にいくまでに大分防げる可能性があると思い

ます。そうすると今、先生方に元気になってもらうような研修というお話です。ち

ょっと逆行してしまいますが、先生方の資質・能力とか、防止意欲というところを、

より見えるような形、研修の在り方とか、あと、いじめだけではなくて学校では不

登校問題もありますし、暴力行為等もありますので、全部そういうのが横断的にな

ってくるところというのは、先生方の教育相談的な力とか、生徒理解になると思い

ます。 

話が拡散してしまいましたが、なかなか指標づくりとか、評価をしていくという

のは難しいと思いながら、先生方のお話を今伺っていました。以上です。 

【和田委員長】 

ありがとうございました。坂上委員、いかがですか。 

【坂上委員】 

特に今の、私が疑問に思ったことは最初の四角の枠の審議の視点のその三つの丸

がみんな大人だけですので、子供はどこにあるのかというのは漠然と疑問に思って

いました。他はございません。 

【和田委員長】 

ありがとうございました。この視点の中で言うと、私などは、定期的な研修会を

きちんとやっているのかと正直なところ思っています。いじめの事案の有無に関わ

らず、研修計画を立てて、年間の予定に従って行うことが一つあるわけですが、学

校の中に問題がないとなかなか研修が立ち上がらないので、そうではなくて、過去

の重大事態の事例を取り上げるとか、校長先生が経営的な視点から、「やっぱりこれ

だけは知っておいてもらいたい。うちの学校にはないけれど、こういうことになる

んだよ。」ということは、きちっと計画を立てて進めていく必要があるというのは一

つありました。 

  ２点目は、学校の中でいじめに関する授業についてです。いじめに関する道徳の

授業などを見に行っていて、特に中学校の場合には、道徳の指導書に書かれている

内容をそのまま学校の先生が実施していて、大人が考えるとあまりにもきれいな話

になっていて、もうちょっと子供の立場から「この問題どうなの。」っていうところ
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を、授業をする時に、指導案をもう１回検討してもらいたいというところがありま

す。 

つまりその時に子供たちの意見を授業の中で聞くっていう、そういう時間帯がや

っぱり少ないように思います。一つの道徳の資料でも良いと思いますし、いろんな

事案でも良いと思うのですが、何か道徳の授業の流れに沿って、指導案に沿った流

れで「こうなりましたよ、こういうふうにしましょうね。」という話で終わっている

と、どうも聞いている中学生は他人事のような形になって終わってしまっているよ

うです。 

  ですから、道徳の授業の中であれば、生徒の本音を聞けるような、そういう場面

を設定しなきゃいけない。「こんなこと言ったら怒られるよ。」とか、「道徳的じゃな

いよ。」って言われるような声も、やはり生徒たちから聞けるような、そういう授業

づくりは、一つ課題であると思います。 

そしてその授業が終わった後に、「生徒からこんな意見が出ました。」ということ

を教員間で共有していく時間があまりにもなくて、授業が終わってしまったらそれ

で終わりというようなことにならないようにしていただければと思っています。  

  それから、保護者会の内容ですが、これもいじめをテーマにすると、保護者の足

がなかなか向かないと思います。だから、最初から「いじめについてやります。」で

はなくて、保護者会の内容として、工夫をしていく必要があって、どういう道徳授

業地区公開講座であるとか、保護者会の時にそれを扱っているのかという辺りも、

各学校の具体的な事例などを挙げてもらうと良いのではないかと思っています。 

  また、保護者にとってみると、お医者さんだとか、弁護士さんだとか、学校に直

接関わらない専門家の人たちの話も聞いてみたいっていう要望は結構あります。そ

ういうことを工夫した保護者会や、集まった時の、いじめに関する話をできるよう

な、そういう取組があっても良いかと思っています。 

先生方が本当に危機意識をもちながらいじめ問題を日々見ていかないと、前に起

こっていることが、いくら同じことを見ていても、センスとして感じる先生と感じ

ない先生が、学校の実態の中にはいるわけなので、この辺を日々研修の中で、いじ

めの有無に関わらず実施しているかどうか、精査していく必要があると思っていま

した。 

  もう一つの観点ですが、各学校の取組の状況の検証・評価、似たようなことにな

るかもしれないのですが、その観点や基準、方法、今までも意見出ましたけれども、

これについて何か御提案、御指摘がありましたらお願いしたいと思います。  

  先ほども報告をいただいたケースもあるわけですけども、それらも含めて、学校

の取組をどう検証していくのかということですが、いかがでしょうか。 

【宮古委員】 

宮古です。よろしいでしょうか。都内公立学校のいじめ防止の取組状況の検証・
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評価では、ちょっと難しいところはあると思うのですが、さっき藤平委員も比較が

可能であることというのはおっしゃっておられて、私もその通りだと思いました。

いじめの被害・加害について、都内の公立学校で統一した何か、いじめという言葉

を使う・使わないでたぶん出方が変わってくるとは思うので、いじめという言葉を

使わない形で被害と加害について、統一基準で聞いていくというのも一つの考え方

としてはあるのかなと思います。 

今まで小学校と中学校と高等学校、校種によって、もちろん表現の仕方があるか

とは思うのですが、例えば区レベルとか学校レベルで生活アンケートですとか、い

じめアンケートがそれぞれの学校で、工夫して作られているケースもあると思いま

す。これはある程度統一していくということがもしできるのであれば、公立小、公

立中、公立高校等で、ある程度それは都として学校の状況を見る時に比較可能なデ

ータの一つにはなってくると思います。 

それで先ほどの「教員シート」も統一しているのであれば、その学校間比較もで

きるようになってくると思います。そういった意味では、公立小・中・高でいじめ

被害加害などについて、統一的なフォーマットを用意していくというところが、そ

してそれを実施していくというところが、まず一つになってくるのかと思います。 

  あとは生徒指導という意味では、おそらくいじめ防止に効果があるというところ

は、もしかすると不登校の未然防止にも関連するということもあり得ると思います

ので、不登校等、生徒指導の諸課題として考えられるような様々な統合的に指標を

考えていく。いじめの被害・加害という意識だけではなく、不登校等の、より客観

的な、子供の意識によらず、欠席日数である程度はっきりとした数値が出せるとい

うようなものも、もしかすると学校の状況を多面的に見ていく上では大事な観点・

基準になると今考えたところであります。以上でございます。  

【和田委員長】 

ありがとうございました。藤平委員お願いします。  

【藤平委員長職務代理者】 

先ほど中村委員がいじめの認知率が高くなっているけれど重大事態が増えてい

るというところは、私もまさしくその通りだと思っています。  

私もいじめの第三者委員会、いくつか複数関わっていて、それを見ると、今いじ

めがあったかどうかの調査じゃなくて、いじめをきっかけにした学校の対応に対す

る調査が増えていると思います。だから、例えば小学校５年生の時にちょっとトラ

ブルがあり、そのまま大きな問題になってしまう学校と、そのまま終わってしまう

学校というのは分かれるところがあって、大きな問題になってしまうところは、５

年から６年に上がる時に担任の先生が変わっていて、そのトラブルについてあまり

引き継いでいなく、引き継いだとしても、６年生の担任がそれほどたいしたことな

いと思っていた感じで、そういう雰囲気が保護者にも伝わって、うちの子をちゃん
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と見てくれてないのではないかという考えにつながっていることがあると思いま

す。 

あとは５年生から６年生になる時に、うちの子のクラスにはベテランの担任の先

生を付けてくれって要望しているけど、蓋を開けてみたら若い先生で、それは学校

の校内人事だから仕方がないにしても、その若い先生が、「私は去年のことを全く知

らない。」みたいなことを言って、逆に保護者が来る度に怒って帰っちゃうような事

例というのが今、いろんなところで増えているような気がします。 

その後に不登校になって重大事態になってしまった。つまり不登校にならなくて

済んだのではないかと思います。中村委員が先ほど初期対応とおっしゃいましたけ

ど、初期対応のそもそも前段階の保護者への対応だとか、引き継ぎだとか、先生方

の情報が共有できているかとか、そういうようなことがまずしっかりできるかどう

かっていうようなことが大事だと思います。先生方にいじめの認知とかそういうよ

うなことが上がってきていても、むしろ上がっていてもそういうようなところが、

もしかしたら念のため確認するというような、できていないとは言わないですけど、

もしかしたらそういうところが、分かった気持ちになっているだけじゃなくて、そ

こが保護者との要望とずれがあるということもなくはないと思います。そういうこ

とも含めて、そこのところも念のため点検するというようなことも必要かと思いま

した。中村委員、いかがですかね。  

【中村委員】 

ありがとうございます。実際にいくつか調査とかに関わっていると、本当に「ど

うしてここができなかったのかな」っていうのは、かなり私も同感でございます。 

  あとは年齢の若い先生方が今、増えていると思いますが、年代とかキャリアとか

経験年数ごとに、研修の内容とかも分けた方が本当は良いのではないかという気が

しています。ただ、年齢構成のピラミッドの問題もありますので、なかなか年齢別、

年次ごとというのは難しいと思います。研修の在り方も一緒くたに、十把一絡げみ

たいな研修から、その辺りの少しキャリアを意識したような研修も必要ではないか

と考えています。 

【和田委員長】 

ありがとうございます。研修について言うと、校長先生や副校長先生が、本当に

この学校のいじめ問題について常にアンテナを高くしているかという辺りは、一つ

の大きな要素というか、問題解決の要素になると思っています。校長先生方の管理

職研修の中身として、例えば事例研究の中で、保護者や地域から情報が挙がったら

どうするのか、というような、具体的なことを、地域の校長先生方が一緒になって

取り組んでいるかということとか、あるいは校長先生方は学校の裏サイト、あるい

はＳＮＳの環境についてどのくらいご存知なんですか、子供たちはこんなところで

こういうことをやってるんですよっていう、そういう、校長先生が管理職として知
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っておかなければならないようなこととか、あるいはＰＴＡや地域の方たちとの情

報交換を研修の中に取り込めているのかということを、校長先生が自覚して各学校

の研修に生かしていくという姿勢がないと、なかなか研修が、一般化されているよ

うな内容で終始して終わってしまうと考えているところがあります。これは全ての

校長先生のことに当てはまるかどうか分かりませんけれども、何かそういうのがあ

って、「ちょっと無理だよな。」という本音を聞くと、「校長先生、本当に真剣に考え

てくださいよ。」と言いたくなるような場面も出てくるのです。校長先生方、管理職

の研修についてはどこまで、どんな内容で進められているのかという辺りは、一つ

の観点になってくると思っています。 

  それから、学校の取組を評価するに当たっては、組織がどうなっているのかとい

うことは、学校全体のいじめ対策委員会の前段階として、学年はどうなっているの

か、あるいは、それぞれの分掌の中ではどうなっているのかとか、中学校でいえば

教科会の中でどうなっているのかっていう、そういうレベルを下げたような組織が

どの程度整理されているのかっていう辺りもちょっと確認をしておいてもよいか

という気がしています。 

  ２点目は情報の伝達経路について、きちんと周りの情報が上に上がっていくのか

ということです。情報を収集して、誰に伝えてそれを誰が判断していくのか。そう

いう経路がスムーズに流れるような組織になっているのか、これは何回も話題にな

っていることではあると思います。 

  それから３点目は、やはり研修であっても、いじめの事案であっても、情報の収

集や整理や保管、そしてその活用、そして今まで自分の学校ではこういうことがあ

ったという分析等を校内で取り上げていく研修になっていないと、他からもってき

たものになってしまうと思います。 

その時に教育相談室、スクールカウンセラーとかスクールソーシャルワーカーの

人たちの協力を得ながら、今まで自分の学校であった様々な事案を整理分析するよ

うな資料整理といったものもできているのかというのは、少し考えてみなければい

けないことではないかと思います。 

組織、伝達経路、そして資料収集と分析というのは、学校のいじめ対応の中のベ

ースになってくるのではないかと思っています。他の委員の方はいかがでしょうか。

桜沢委員、お願いします。 

【桜沢委員】 

今先生がおっしゃっていた内容に１点、ＳＮＳの関係がありましたけれども、私

は、子供たちに、１台のパソコンを、今学校の中で使うような形での対応が非常に

図られている中で、１件いろいろないじめの関係では、そのパソコンを利用した内

容で、チャットですとかそういったものに対する書き込みがあったという事件があ

りましたけれども、一人１台のパソコン端末を利用した授業、また教育、そういっ
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たものの中で、それがベースになってということではないのですけれども、非常に

デジタルの中で、子供たちがどんなデジタル社会の中での生活をしているのか、Ｓ

ＮＳを使って子供たち自身がどんな形で、その中でいじめが起きているのかどうか、

これは本当に学校現場としては見えないところになっていると感じています。 

例えば義務教育でも、小学校の低学年と中学生では、発達の段階の中では、ＳＮ

Ｓによるいじめだとか仲間外れだとか、いろいろなことが行われている内容もそれ

ぞれ違う。ですから学校として、ＳＮＳの研修をやりましょうといっても、その発

達段階に応じた小学校の中学年・高学年では、こういうところが課題で問題だな、

というようなものが、教員または学校の中で共有されて、ＳＮＳに対する、子供た

ちは今本当にどんな状況なのかという、先ほどから出ています、児童・生徒の意見

や現状を把握することができるのかどうか、そういったところも、本当に大きな課

題だと思います。 

見えないものを見ていくというのは大変難しいのですが、今の状況の中では、こ

ういったＳＮＳ社会、大人の社会も一緒だと思いますけれども、誹謗中傷などに対

する対策、これをどうしていったら良いのか、学校では、そこまでもし、「やりなさ

い」というような話になると、これは大変な課題であるし、そこをどう解決してい

くかというのは本当に大きな問題になると思います。 

ですからそれらはどういうような取組をしていったら良いかというところから

始めるような状況なのかなと思いますので、ぜひいろいろな機関や、またＳＮＳや

インターネット、それからパソコン等に精通する専門的な方々の御意見などもこう

いったものに、学校の取組の中で支援していただけるような機会ですか、それも必

要になってくるのかと感じているところです。 

本当にこれからの社会の中で、子供たちのＳＮＳに対する環境は大変重要になっ

てくると思いますので、その辺りの中でのいじめ問題というのも、大きな視点とし

て捉えていくことが必要かと思っております。以上です。 

【和田委員長】 

ありがとうございました。土屋委員、相川委員、何かございますでしょうか。 

【土屋委員】 

簡単に申し上げます。先ほどの北区の吉田校長先生からの報告の中に、地域プロ

グラムを受けてということで、保護者の意見の中に、先生方の対応が良いというか、

先生方が問題を共有して、それで対応してくださっていることを知って良かったと

いう意見が（８）ですかね。学校経営にも通ずるところだと思うのですが、教師の

同僚性がすごく重要だろうと改めてこれを読んで気付かされています。 

  私も都立高校のソーシャルワーカーの授業にも関わっていますが、先生方が本当

にチームを組んで仲良くやってくださって、仲良くって変ですね、組織的に対応し

てくださっているところは、こういったいじめに対しても迅速に対応できますし、
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先生を子供たちは見ているというところがあります。そういった同僚性の醸成とい

うところは、基本中の基本だと思いますが、管理職の研修の中にもハラスメント防

止も含めて、教員間のハラスメントが、それが反映してしまうというところも多々

見ているので、そういうところも観点に入れられるかどうかということはあるかと

思いますが、子供たちは見ているなというのは感じているので、それを一言申し添

えておきます。 

子供の視点を入れるという話が入ってきていたことをすごく嬉しく思っていま

す。ありがとうございます。 

【和田委員長】 

相川委員、いかがでしょうか。 

【相川委員】 

少し論点が戻ってしまうかもしれませんが、先ほど委員長が、お医者さんとか弁

護士とか、そういう学校外の人、専門家からの話も聞きたいという思いがあるとお

っしゃっていただいたので、それの関係でいうと弁護士会、主に子供たち向けのい

じめ予防授業というのを一生懸命取り組んでいます。  

東京の三会でやっている取組では、事前に打ち合わせにもお伺いしたりして、そ

の上で学校側とすり合わせをしたりして授業をするというようなこともやってい

ますので、先ほどからお話が出ているような、それぞれの学校の問題意識とかに合

わせた授業というのも考えられるかと思っておりますし、子供たち向けのものだけ

ではなくて、保護者の方に対するものもやっていますので、その辺りはぜひ、また

御活用いただければよいかと思いました。私からはそれだけです。ありがとうござ

いました。 

【和田委員長】 

ありがとうございました。坂上委員はよろしいですか。ありがとうございました。

まだまだ御意見いただきたいところではありますが時間の関係もありますので、本

議題についての審議はここまでということで、次回の会議につなげてまいりたいと

思います。どうぞよろしくお願いをしたいと思います。  

以上で本日の審議は全て終了といたします。進行の方、御協力いただきましてあ

りがとうございました。では事務局の方に進行を戻したいと思います。お願いしま

す。 

【事務局（關指導部指導企画課統括指導主事）】 

委員長、そして委員の皆様、貴重な御審議を賜りありがとうございました。以上

をもちまして本日の東京都教育委員会、いじめ問題対策委員会を終了いたします。 


